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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】柔軟で通気性に優れ、且つ環境に対する負荷が低減されている積層体を提供する
。
【解決手段】積層体は、互いに異種のシート状の第１基材と第２基材とが直接接合されて
なる積層構造を有し、前記第１基材は、熱可塑性樹脂を主体とするフィルム又は不織布で
あり、前記第２基材は、セルロース系繊維を主体とする繊維集合体である。積層体の製造
方法は、第１基材用原反シートの片面に、処理用ガスを用いてプラズマ装置により大気圧
下で生成した大気圧プラズマを接触させる大気圧プラズマ処理を施す大気圧プラズマ処理
工程と、前記大気圧プラズマ処理が施された前記第１基材用原反シートの片面に第２基材
用原反シートを重ね合わせ、その重ね合わせ体を加熱加圧して両シートを一体化する一体
化工程とを有する。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　互いに異種のシート状の第１基材と第２基材とが直接接合されてなる積層構造を有し、
　前記第１基材は、熱可塑性樹脂を主体とするフィルム又は不織布であり、前記第２基材
は、セルロース系繊維を主体とする繊維集合体である積層体。
【請求項２】
　前記第１基材の熱可塑性樹脂は、ポリオレフィン系及びポリエステル系からなる群から
選択される１種以上である請求項１に記載の積層体。
【請求項３】
　前記第１基材がフィルムの場合、該第１基材における前記第２基材との接合面の水に対
する接触角が６０°以下である請求項１又は２に記載の積層体。
【請求項４】
　前記第１基材が不織布の場合、該第１基材における前記第２基材との接合面の濡れ張力
が５５ｍＮ／ｍ以上である請求項１～３の何れか一項に記載の積層体。
【請求項５】
　前記第２基材のセルロース系繊維は、天然セルロース繊維、マーセル化セルロース繊維
、溶解セルロース繊維及びセルロース繊維誘導体からなる群から選択される１種以上であ
る請求項１～４の何れか一項に記載の積層体。
【請求項６】
　請求項１～５の何れか一項に記載の積層体の製造方法であって、
　第１基材用原反シートの片面に、処理用ガスを用いてプラズマ装置により大気圧下で生
成した大気圧プラズマを接触させる大気圧プラズマ処理を施す大気圧プラズマ処理工程と
、
　前記大気圧プラズマ処理が施された前記第１基材用原反シートの片面に第２基材用原反
シートを重ね合わせ、その重ね合わせ体を加熱加圧して両シートを一体化する一体化工程
とを有する積層体の製造方法。
【請求項７】
　前記処理用ガスは、窒素及び酸素からなる群から選択される１種以上又は大気である請
求項６に記載の積層体の製造方法。
【請求項８】
　前記第１基材用原反シートの片面に前記大気圧プラズマを接触させる前に、該第１基材
用原反シートを加熱する請求項６又は７に記載の積層体の製造方法。
【請求項９】
　前記第１基材用原反シートの加熱温度が、該第１基材用原反シートに含まれる熱可塑性
樹脂のガラス転移温度以上で且つ該熱可塑性樹脂の融点未満である請求項８に記載の積層
体の製造方法。
【請求項１０】
　前記第１基材用原反シートの片面に前記大気圧プラズマを１回以上接触させ、且つ
　前記第２基材用原反シートには前記大気圧プラズマ処理を施さないか、又は前記第２基
材用原反シートにおける前記第１基材用原反シートとの対向面に前記大気圧プラズマを１
回以上接触させる請求項６～９の何れか一項に記載の積層体の製造方法。
【請求項１１】
　前記一体化工程において、前記重ね合わせ体の加熱温度が８０℃以上、前記重ね合わせ
体にかける圧力が０．１ＭＰａ以上３０ＭＰａ以下である請求項６～１０の何れか一項に
記載の積層体の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、水に対する親和性が異なる異種材料どうしの積層体に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　従来、包装材料等の種々の用途において、各種材料からなる複数の基材どうしを積層一
体化してなる積層体が利用されている。例えば、包装材料用積層体としては、ポリアミド
樹脂フィルムとポリエチレン樹脂フィルムとの積層体のような、疎水性樹脂どうしの積層
体が多用されている。このような積層体における層間の接合には、ホットメルト型接着剤
のような化学系接着剤が用いられる場合が多い。しかし、接着剤の使用は、環境対策や省
エネルギー対策の点で問題がある。また、接着剤が塗布された部分は、比較的硬く、さら
には通気性が低いため、例えば衛生品の如き、柔軟性や通気性の高さが要求される用途で
は、接着剤を用いずに、必要とされる接合強度を有する積層体を製造し得る技術が要望さ
れている。
【０００３】
　このような要望に対して、熱可塑性樹脂からなる材料どうしの積層体の製造において、
プラズマ処理を用いて層間の接合を行うことが提案されている。
　例えば特許文献１には、アラミド繊維を湿式抄紙してなるアラミド紙とポリエチレンテ
レフタレート製樹脂フィルムとを接着剤無しで接合する方法として、アラミド紙の表面に
対して低温プラズマ処理を施して該表面の改質を行う方法が記載されている。
　また特許文献２には、熱可塑性樹脂フィルムからなる第１基材の両面に、該第１基材用
原反シートと異なる種類の熱可塑性樹脂フィルムであってヒートシール性を有する第２基
材用原反シートを接合してなる包装材料積層体の製造方法において、両基材用原反シート
の接合に大気圧プラズマ処理を用いることが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－１３８３１２号公報
【特許文献２】特開２０１１－１４３５８６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　使い捨ておむつ等の衛生品においては、例えば、ポリエチレン等の疎水性樹脂製フィル
ムからなる構成部材（例えば防漏材）と親水性であるセルロース繊維を主体とする構成部
材（例えば吸水性ポリマー等の吸収性材料を包む台紙）とからなる積層体の如き、水に対
する親和性が異なる異種材料どうしの積層体が用いられている。このような異種材料の積
層体には、柔軟性や通気性の確保等の観点から、層間の接合を接着剤無しで行うことが要
望されているが、斯かる要望に十分に応え得る技術は未だ提供されていない。
【０００６】
　本発明の課題は、柔軟で通気性に優れ、且つ環境に対する負荷が低減されている積層体
を提供することに関する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、互いに異種のシート状の第１基材と第２基材とが直接接合されてなる積層構
造を有し、前記第１基材は、熱可塑性樹脂を主体とするフィルム又は不織布であり、前記
第２基材は、セルロース系繊維を主体とする繊維集合体である積層体である。
【０００８】
　また本発明は、第１基材用原反シートの片面に、処理用ガスを用いてプラズマ装置によ
り大気圧下で生成した大気圧プラズマを接触させる大気圧プラズマ処理を施す大気圧プラ
ズマ処理工程と、前記大気圧プラズマ処理が施された前記第１基材用原反シートの片面に
第２基材用原反シートを重ね合わせ、その重ね合わせ体を加熱加圧して両シートを一体化
する一体化工程とを有する積層体の製造方法である。
【発明の効果】
【０００９】
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　本発明によれば、柔軟で通気性に優れ、且つ環境に対する負荷が低減されている積層体
が提供される。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図１は、本発明の積層体の製造方法における大気圧プラズマ処理工程の一実施態
様の概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本発明の積層体は、互いに異種のシート状の第１基材と第２基材とが直接接合されてな
る積層構造を有する。ここでいう「互いに異種」とは、主として、第１基材及び第２基材
それぞれの主成分どうし（即ち、熱可塑性樹脂、セルロース系繊維）の比較からも明らか
なように、第１基材と第２基材とで基本特性が全く異なることを意味し、特許文件１及び
２に記載されているような、同種又は異種の熱可塑性樹脂どうしの接合は含まない。この
「基本特性」としては、具体的には例えば「水に対する親和性」が挙げられる。即ち、熱
可塑性樹脂を主体とする第１基材は、基本的に疎水性であるのに対し、セルロース系繊維
を主体とする第２基材は、基本的に親水性であり、両基材は水に対する親和性が異なり、
それ故に互いに異種である。
【００１２】
　本発明に係る第１基材は、熱可塑性樹脂を主体とするフィルム又は不織布である。ここ
でいう「熱可塑性樹脂を主体とする」とは、第１基材における熱可塑性樹脂の含有量が５
０質量％以上である場合を意味する。第１基材における熱可塑性樹脂の含有量は、好まし
くは６５質量％以上、さらに好ましくは７０質量％以上であり、１００質量％でも良い。
熱可塑性樹脂としては、衛生品や包装材料をはじめとする各種用途に用いられているもの
を特に制限なく用いることができ、例えば、ポリエチレン（略してＰＥ）、ポリプロピレ
ン（略してＰＰ）等のポリオレフィン系樹脂；ポリエチレンテレフタレート（略してＰＥ
Ｔ）、ポリブチレンテレフタレート（略してＰＢＴ）、ポリ乳酸系樹脂等のポリエステル
系樹脂；ナイロン６等のポリアミド系樹脂；ポリアクリル酸エチル等のポリアクリル系樹
脂；ポリ塩化ビニル系樹脂；ポリウレタン系樹脂；セルロース誘導体系樹脂等が挙げられ
、これらの１種を単独で又は２種以上を組み合わせて用いることができる。これらの熱可
塑性樹脂の中でも特に、ガラス転移温度が一般に１００℃以下という観点から、ポリオレ
フィン系樹脂及びポリエステル系樹脂が好ましい。
【００１３】
　熱可塑性樹脂を主体とするフィルム（即ち第１基材）は、典型的には、樹脂又は樹脂組
成物の膜状物であって貫通孔の無い無孔平坦な形状のものであるが、特にこれに限定され
ず、熱可塑性樹脂フィルムとして種々の用途で使用されているものを特に制限なく用いる
ことができる。具体的には例えば、低密度ＰＥフィルム、二軸延伸ＰＥＴフィルム等が挙
げられる。フィルムの厚みは特に制限されず、積層体の用途等に応じて適宜設定すれば良
い。例えば、積層体の用途が使い捨ておむつの防漏材である場合、第１基材としてのフィ
ルムの厚みは、好ましくは０．５μｍ以上、さらに好ましくは５μｍ以上、そして、好ま
しくは５０μｍ以下、さらに好ましくは３０μｍ以下である。
【００１４】
　熱可塑性樹脂を主体とする不織布（即ち第１基材）は、典型的には、熱可塑性樹脂繊維
からなる不織布である。不織布の種類は特に制限されず、例えば、スパンボンド不織布、
スパンレース不織布、メルトブローン不織布、エアスルー不織布、サーマルボンド不織布
、ニードルパンチ不織布等の各種製法による不織布を用いることができ、あるいは２種以
上の不織布の積層体、例えば、スパンボンド－メルトブローン－スパンボンド（略してＳ
ＭＳ）不織布を用いることもできる。但し、エアスルー不織布、サーマルボンド不織布、
ニードルパンチ不織布については、水洗又は湯洗をし、繊維表面より工程油剤が除去され
ているものを用いた方が良い。第１基材としての不織布の坪量は特に制限されず、積層体
の用途等に応じて適宜設定すれば良い。例えば、積層体の用途が使い捨ておむつの防漏材
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である場合、第１基材としての不織布の坪量は、好ましくは３ｇ／ｍ2 以上、さらに好ま
しくは５ｇ／ｍ2 以上、そして、好ましくは７０ｇ／ｍ2 以下、さらに好ましくは２５ｇ
／ｍ2 以下である。
【００１５】
　熱可塑性樹脂を主体とする不織布（即ち第１基材）の構成繊維としては、１種類の熱可
塑性樹脂からなる単一繊維でも良く、融点の異なる２種類以上の熱可塑性樹脂を含む複合
繊維でも良い。複合繊維としては、相対的に融点の低い樹脂（即ち低融点樹脂）を鞘部、
相対的に融点の高い樹脂（即ち高融点樹脂）を芯部とした芯鞘型；低融点樹脂と高融点樹
脂とが所定方向に並列したサイドバイサイド型等が挙げられ、本発明では何れも使用でき
る。具体的には例えば、ＰＥＴを芯部、ＰＥを鞘部とする芯鞘型複合繊維が挙げられる。
不織布の構成繊維の平均繊維径は、特に制限されないが、通常０．１～３０μｍの範囲で
ある。
【００１６】
　一方、本発明に係る第２基材は、セルロース系繊維を主体とする繊維集合体である。繊
維集合体は、セルロース系繊維の如き繊維材料を積繊してなる繊維集合体であり、繊維集
合体においては通常、各繊維材料が本来有する繊維形状（又は紐状）が実質的に維持され
ており多数の繊維間空隙を有している。ここでいう「セルロース系繊維を主体とする」と
は、第２基材におけるセルロース系繊維の含有量が５０質量％以上である場合を意味する
。第２基材におけるセルロース系繊維の含有量は、好ましくは６５質量％以上、さらに好
ましくは７０質量％以上であり、１００質量％でも良い。
【００１７】
　セルロース系繊維としては、衛生品をはじめとする各種用途に用いられているものを特
に制限なく用いることができ、例えば、天然セルロース繊維、マーセル化セルロース繊維
、溶解セルロース繊維及びセルロース繊維誘導体が挙げられ、これらの１種を単独で又は
２種以上を組み合わせて用いることができる。天然セルロース繊維としては、例えば、針
葉樹パルプ、広葉樹パルプ等の木材パルプ；コットンリンター、コットンリント等の綿パ
ルプ；麦わらパルプ、バガスパルプ、麻パルプ等の非木材パルプ；古紙パルプ等が挙げら
れる。マーセル化セルロース繊維は、周知の通り、濃アルカリ処理によってアルカリ変性
（いわゆるマーセル化）されているセルロース繊維である。溶解セルロース繊維としては
、例えば、リヨセル（登録商標）、テンセル（登録商標）、ベンベルグ（登録商標）、ビ
スコースレーヨン、ベンリーゼ（登録商標）等が挙げられる。セルロース繊維誘導体とし
ては、例えば、カルボキシメチルセルロース、カルボキシエチルセルロース、ＴＥＭＰＯ
触媒酸化セルロース、メチルセルロース、エチルセルロース等が挙げられる。
【００１８】
　本発明に係る第２基材は、典型的には、公知の湿式抄紙法によって製造された紙、又は
不織布である。第２基材としての紙又は不織布の坪量は特に制限されず、積層体の用途等
に応じて適宜設定すれば良い。例えば、積層体の用途が使い捨ておむつの防漏材である場
合、第２基材としての紙又は不織布の坪量は、好ましくは１０ｇ／ｍ2 以上、さらに好ま
しくは１２ｇ／ｍ2 以上、そして、好ましくは５０ｇ／ｍ2 以下、さらに好ましくは３０
ｇ／ｍ2 以下である。
【００１９】
　本発明の積層体の主たる特徴の１つとして、互いに異種の第１基材と第２基材とが直接
接合されている点が挙げられる。本発明でいう「直接接合」とは、第１基材と第２基材と
が、接着成分を介さずに直に重なり合って互いに接合されている状態を意味する。また、
ここでいう「接着成分」には、両基材とは別体の接着剤、及び、両基材に含有されている
成分で加熱により接着成分となり得る物質（典型的には第１基材の熱可塑性樹脂）が含ま
れる。従って、本発明でいう「直接接合」には、ｉ）第１基材と第２基材とが接着剤を介
して互いに接合されている形態、及びｉｉ）両基材の何れか一方又は両方（通常は熱可塑
性樹脂を主体とする第１基材）が加熱により熱融着性を帯びることに起因して両基材が互
いに接合されている形態（いわゆる熱融着）は含まれない。
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【００２０】
　このような、第１基材と第２基材との接着成分を介さない「直接接合」は、熱可塑性樹
脂を主体とする第１基材用原反シートに対し、前処理として大気圧プラズマ処理を施した
後、その大気圧プラズマ処理面に第２基材用原反シートを重ね合わせて加熱加圧すること
によって実現可能である。即ち、本発明の積層体は、１）第１基材用原反シートの片面に
、処理用ガスを用いてプラズマ装置により大気圧下で生成した大気圧プラズマを接触させ
る大気圧プラズマ処理を施す大気圧プラズマ処理工程と、２）前記大気圧プラズマ処理が
施された第１基材用原反シートの片面に第２基材用原反シートを重ね合わせ、その重ね合
わせ体を加熱加圧して両シートを一体化する一体化工程とを経て、製造され得る。
【００２１】
　ここでいう「第１基材用原反シート」とは、本発明の積層体を構成する第１基材の主原
材料であり、この原反シートに大気圧プラズマ処理前を施すことで第１基材が得られる。
また、「第２基材用原反シート」とは、本発明の積層体を構成する第２基材の主原材料で
ある。本発明の積層体の製造方法には、第２基材用原反シートに対して、大気圧プラズマ
処理を施す態様と、大気圧プラズマ処理のような改質処理を施さない態様とが含まれると
ころ、前者の態様では、第２基材用原反シートと第２基材とは実質的に同じであり、後者
の態様では、第２基材用原反シートに大気圧プラズマ処理前を施すことで第２基材が得ら
れる。
【００２２】
　尚、熱可塑性樹脂を主体とするフィルム又は不織布である第１基材とセルロース系繊維
を主体とする繊維集合体である第２基材との積層体において、両基材が「直接接合」され
ているか否かは、第１基材における第２基材との接合面について、水に対する接触角又は
濡れ張力を測定することで判断が可能である。また、ある「熱可塑性樹脂を主体とするフ
ィルム又は不織布」（即ち第１基材用原反シート）が「セルロース系繊維を主体とする繊
維集合体」（即ち、第２基材用原反シート又は第２基材）に「直接接合」し得るものであ
るか否かは、第１基材用原反シートにおける第２基材用原反シートとの接合予定面につい
て、水に対する接触角又は濡れ張力を測定することで判断が可能である。また前述した通
り、「直接接合」は第１基材用原反シートの大気圧プラズマ処理によって実現可能である
ことから、第１基材又は第１基材用原反シートについて、水に対する接触角又は濡れ張力
を測定することで、それが大気圧プラズマ処理されたものであるか否かを判断することが
可能である。
【００２３】
　即ち、第１基材がフィルムの場合において、該第１基材即ちフィルムにおける第２基材
との接合面の水に対する接触角が６０°以下である場合には、該第１基材即ちフィルムは
、接着成分を介さずに第２基材と直に重なって接合し得ると判断でき、あるいは、大気圧
プラズマ処理されたものであると判断できる。尚、第１基材即ちフィルムにおける第２基
材との接合面の水に対する接触角については、特に下限は設けないが、０°に近いほど好
ましい。水に対する接触角はＪＩＳ　Ｒ　３２５７：１９９９に従って測定される。
【００２４】
　また、第１基材が不織布の場合において、該第１基材即ち不織布における第２基材との
接合面の濡れ張力が５５ｍＮ／ｍ以上である場合には、該第１基材即ち不織布は、接着成
分を介さずに第２基材と直に重なって接合し得ると判断でき、あるいは、大気圧プラズマ
処理されたものであり、本来的に疎水性の熱可塑性繊維を主体とし且つ界面活性剤が付与
されていないものであるにもかかわらず、大気圧プラズマ処理により濡れ張力が向上した
と判断できる。尚、第１基材即ち不織布における第２基材との接合面の水に対する濡れ張
力については、特に上限はなく、７３ｍＮ／ｍを超えてもかまわない（但し、水銀の表面
張力相当の４２７ｍＮ／ｍまでもの濡れ張力を有する必要はない）。不織布の濡れ張力は
下記方法で測定される。
【００２５】
＜不織布の濡れ張力の測定方法＞
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　雰囲気温度２０℃の環境領域で、測定対象の不織布を空中に水平に張設し、該不織布の
上面に濡れ張力試験液を１５μＬ滴下し、試験液の滴下から２０秒経過後に、該上面にお
ける該試験液の状態を目視観察する。その観察において、試験液が不織布の厚み方向に透
過又は面方向に拡散した場合は、表面張力のより大きな試験液に変更して同様の操作を行
う。そして、試験液が不織布を透過できずにその液滴が不織布の上面に残った場合、又は
面方向に拡散せずに該上面に濡れがほとんど認められない場合、斯かる場合の直前の滴下
操作に使用した試験液、即ち、不織布を透過又は拡散できた試験液のうち表面張力が最大
のものの表面張力を、当該不織布の雰囲気温度２０℃における濡れ張力とする。濡れ張力
試験液としては、ＪＩＳ　Ｋ　６７６８：１９９９に従い調製した、エチレングリコール
モノエチルエーテル、ホルムアミド、メタノール及び水の混合液を用い、各成分の混合比
を適宜変更して表面張力を調整する。尚、このような濡れ張力試験液は例えば和光純薬よ
り、ぬれ張力試験用混合液という商品名で市販されている。
【００２６】
　図１には、前記プラズマ処理工程の一実施態様の概略が示されている。本実施態様で用
いるプラズマ装置１０は、電極１２，１２間で生成した大気圧プラズマＧを、一対の電極
１２，１２間の外に配された処理対象物に向けて吹き出すいわゆるリモート式のプラズマ
装置である。プラズマ装置１０は、処理対象物に対向配置された処理ヘッド１１を具備し
、その処理ヘッド１１の内部に一対の電極１２，１２が相対向して配置され、各電極１２
の対向面には図示しない固体誘電体層が形成されている。両電極１２，１２のうちの一方
が電源１３に接続され、他方が電気的に接地されており、電源１３からの電圧供給によっ
て、両電極１２，１２間の空間が大気圧又はその近傍の放電空間１４になる。放電空間１
４における処理用ガスの導入口１５側は、処理用ガスＧ’の供給源１６と連通している。
斯かる構成のプラズマ装置１０においては、供給源１６から放電空間１４に処理用ガスＧ
’を導入して大気圧プラズマＧ（即ちプラズマ化された処理用ガスＧ’）を生成し、その
大気圧プラズマＧを処理ヘッド１１の下端のガス吹き出し口１７から吹き出し、ガス吹き
出し口１７の下方を搬送中の第１基材用原反シート２０（即ち処理対象物）の一面（即ち
上面）に吹き付けるようになされている。図示の態様における第１基材用原反シート２０
は連続帯状をなし、その長手方向を搬送方向ＭＤに一致させて、搬送コンベア１９によっ
て処理ヘッド１１の下方を搬送される。処理用ガスＧ’としては、窒素及び酸素からなる
群から選択される１種以上又は大気を用いることができる。
【００２７】
　図１に示す如き態様で大気圧プラズマ処理が施された第１基材用原反シート２０は、そ
の大気圧プラズマ処理面即ち大気圧プラズマが吹き付けられた面（即ち図１の第１基材用
原反シート２０においては上面、即ち搬送コンベア１９側とは反対側の面）が改質され、
本来的に化学的には第２基材（又は第２基材用原反シート）と接合し得ない状態から接合
可能な状態に変化する。即ち第１基材用原反シート２０は、大気圧プラズマ処理によって
第１基材となる。このような大気圧プラズマ処理による第１基材用原反シート２０の表面
改質のメカニズムは定かではないが、例えば第１基材用原反シート２０がポリエチレンフ
ィルムの場合、その表面は水素原子で占められていて本来的に疎水性（即ち水との接触角
が約９０°）であるが、大気圧プラズマ処理によって該表面の水素原子の一部がケトンや
水酸基等の極性基に置換されることで、該表面が親水化される（即ち水との接触角が約５
０°になる）ことに起因するものと推察される。そして、こうして親水化された第１基材
用原反シート２０即ち第１基材の大気圧プラズマ処理面に、セルロース系繊維を主体とす
る繊維集合体である第２基材用原反シート即ち第２基材を重ね合わせて加熱加圧すること
で、第１基材の大気圧プラズマ処理面に存するケトンや水酸基等の極性基と、第２基材の
表面に本来的に存する水酸基等の極性基とが、脱水縮合反応等により化学的に結合、ある
いは水素結合により物理的に結合し、その結果として、第１基材と第２基材との「直接接
合」がなされると推察される。
【００２８】
　大気圧プラズマ処理には、図１に示す如きリモート式のプラズマ処理の他に、処理対象
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物を放電空間（即ち一対の電極間）に配置して処理を行なういわゆるダイレクト式があり
、本発明では何れの方法も利用できる。リモート式プラズマ処理は、プラズマ生成領域（
放電空間）と処理対象物処理領域とが分離されているため、ダイレクト式プラズマ処理の
ように、放電空間に存する電子が処理対象物に衝突することがなく、処理対象物が放電損
傷や熱損傷等の電界ダメージを受けないという利点を有する。また、リモート式プラズマ
処理は、図１に示す如く、処理対象物に対して連続的に処理を施すことが可能であるため
、バッチ式の処理方法に比して、製造効率が高いという利点も有している。以上の点から
、本発明に係る大気圧プラズマ処理としては、リモート式プラズマ処理が好ましい。
【００２９】
　本実施態様の大気圧プラズマ処理工程においては、搬送コンベア１９が具備する図示し
ない吸引手段によって、搬送中の第１基材用原反シート２０（即ち処理対象物）の他面側
、即ち大気圧プラズマＧが吹き付けられる面とは反対側から第１基材用原反シート２０の
吸引を実施する。斯かる吸引の主たる目的は、処理対象物である第１基材用原反シート２
０の固定であり、斯かる吸引により、第１基材用原反シート２０が搬送コンベア１９に固
定され、例えば第１基材用原反シート２０の搬送時のめくれや蛇行が防止され、それによ
って大気圧プラズマＧによる第１基材用原反シート２０の改質効率が向上し、第２基材と
の直接接合の実現がより一層確実なものとなり得る。第１基材用原反シート２０の吸引は
、少なくとも、第１基材用原反シート２０にプラズマＧを吹き付ける時点の前後にわたっ
て実施することが好ましく、つまり、大気圧プラズマＧの吹き出し口１７から搬送方向Ｍ
Ｄ及びそれとは逆方向それぞれに所定距離離間した位置にわたって実施することが好まし
い。第１基材用原反シート２０を吸引するための手段としては、各種のシートを吸引可能
な公知の吸引手段を用いることができる。
【００３０】
　また、本実施態様においては、図１に示すように、第１基材用原反シート２０（即ち処
理対象物）に大気圧プラズマを接触させる前に、加熱手段１８を用いて第１基材用原反シ
ート２０を加熱する。本実施態様における加熱手段１８は熱風（いわゆる加熱エアー）の
吹き付け装置であり、大気圧プラズマＧの吹き出し口１７よりも搬送方向ＭＤの上流側に
て、第１基材用原反シート２０における大気圧プラズマＧが吹き付けられる面（即ち大気
圧プラズマ処理面）に対向配置されており、該大気圧プラズマ処理面に熱風を直接吹き付
けてこれを加熱するようになされている。斯かる第１基材用原反シート２０の加熱処理に
より、その後の大気圧プラズマ吹き付けによる第１基材用原反シート２０の改質効率が向
上し、第２基材用原反シート（又は第２基材）との直接接合の実現がより一層確実なもの
となり得る。尚、第１基材用原反シート２０の加熱方法は、図１に示す如き、大気圧プラ
ズマ処理手段と加熱手段（即ち熱風吹き付け装置）とが一体となった装置を用いた形態で
の熱風の吹き付けに制限されず、例えば、大気圧プラズマ処理手段とこれとは別体の乾燥
機とを用い、大気圧プラズマ接触前に第１基材用原反シート２０を乾燥機に搬送して乾燥
機中での熱風の吹き付けを行うこともできる。
【００３１】
　斯かる大気圧プラズマ接触前の第１基材用原反シート２０の加熱温度は、加熱処理によ
る改質効果をより一層確実に奏させるようにする観点から、例えば搬送速度２５ｍ／ｍｉ
ｎの場合、第１基材用原反シート２０に含まれる熱可塑性樹脂のガラス転移温度プラス７
０℃以上で且つ該熱可塑性樹脂の融点プラス５０℃未満とすることが好ましい。尚、ここ
でいう「第１基材用原反シートの加熱温度」とは、加熱されている第１基材用原反シート
２０自体の温度（いわゆる品温）ではなく、加熱手段自体あるいは加熱手段による加熱設
定温度を意味し、例えば加熱手段が図１に示す如き熱風の場合は、第１基材用原反シート
２０の表面（即ち大気圧プラズマ処理予定面）位置での熱風の温度を意味する。また、第
１基材用原反シート２０にガラス転移温度の異なる複数種の熱可塑性樹脂が含有されてい
る場合における、前記「第１基材用原反シートに含まれる熱可塑性樹脂」は、芯鞘繊維が
配合されている場合にはその鞘成分の樹脂とし、複数種類の繊維が配合されている場合に
は、第１基材用原反シート２０における配合割合の質量％で最も割合の大きい樹脂を意味
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する。前記融点についてもガラス転移温度と同様に考えることができる。第１基材用原反
シート２０の加熱温度をそれに含まれる熱可塑性樹脂のガラス転移温度以上とする理由は
、主として、第２基材用原反シート（又は第２基材）との密着性を向上させるためであり
、また、該加熱温度を該熱可塑性樹脂の融点プラス５０℃未満とする理由は、第１基材用
原反シート２０の形状を保持するためである。
【００３２】
　本発明者らの知見によれば、第１基材用原反シート２０に対する大気圧プラズマの接触
回数（即ちプラズマ処理回数）が多いほど、第１基材用原反シート２０の表面改質効果が
高まり、第２基材用原反シート（又は第２基材）との直接接合がより強力なものとなり得
る。従って、例えば図１に示す如く、第１基材用原反シート２０の一面に大気圧プラズマ
Ｇを吹き付けた後、再度、第１基材用原反シート２０の一面に対して同様の方法で大気圧
プラズマＧを吹き付けることで、第１基材用原反シート２０の一面に対して合計２回の大
気圧プラズマ処理を行っても良い。第１基材用原反シート２０の一面のプラズマ処理回数
は３回以上でも良い。つまり、本発明の積層体の製造方法には、第１基材用原反シートの
片面（即ち第２基材用原反シートとの接合予定面）に対し大気圧プラズマを１回以上接触
させる態様が含まれる。尚、第１基材用原反シート２０の両面それぞれに大気圧プラズマ
を１回以上接触させても良い。
【００３３】
　一方、第２基材用原反シートについては、その表面に本来的に水酸基等の極性基を有し
ていて表面改質を必要としないため、大気圧プラズマ処理を施さなくても良く、第２基材
用原反シートはそのまま第２基材として使用できる。但し、第２基材用原反シートに対し
ても第１基材用原反シートと同様に大気圧プラズマ処理を施すことによって、第１基材と
第２基材との直接接合がより強固なものとなり得る等、好ましい結果が得られる可能性は
ある。本発明の積層体の製造方法には、第２基材用原反シートには大気圧プラズマ処理を
施さないか、又は第２基材用原反シートにおける第１基材との対向面に大気圧プラズマを
１回以上接触させる態様が含まれ、また、第２基材用原反シートの両面それぞれに大気圧
プラズマを１回以上接触させても良い。
【００３４】
　本発明の積層体の製造方法においては、前述した大気圧プラズマ処理が施された第１基
材用原反シート２０即ち第１基材の片面に第２基材用原反シート（又は第２基材）を重ね
合わせて重ね合わせ体を得、該重ね合わせ体を加熱加圧して両シート即ち両基材を一体化
する（即ち一体化工程）。前記大気圧プラズマ処理工程のみを実施し、斯かる一体化工程
を実施しない場合には、両基材の直接接合は困難であり、両工程が必須である。一体化工
程は、公知の加熱加圧装置を用いて行うことができ、例えば、一対の加熱加圧ロール間に
前記重ね合わせ体を通すことで行うことができる。また、別の手段として手動式熱プレス
装置を用いて行うこともでき、この場合の加熱加圧条件は、積層体の用途等に応じて適宜
設定可能であり、特に制限されないが、前記重ね合わせ体の加熱温度は、好ましくは８０
℃以上、さらに好ましくは９０℃以上、そして、好ましくは１２０℃以下、さらに好まし
くは１１０℃以下である。また、前記重ね合わせ体にかける圧力は、好ましくは０．１Ｍ
Ｐａ以上、さらに好ましくは５ＭＰａ以上、そして、好ましくは３０ＭＰａ以下、さらに
好ましくは２５ＭＰａ以下である。前記重ね合わせ体の加熱温度、圧力が低すぎると、第
１基材と第２基材との直接接合が困難になるおそれがあり、前記重ね合わせ体の加熱温度
、圧力が高すぎると、望ましくない第１基材の融解あるいは風合いの著しい変化につなが
るおそれがある。前記手動式熱プレス装置は、相対向する一対の平板状の加熱加圧部材を
備え、両部材間に載置された処理対象物（即ち前記重ね合わせ体）を両部材で圧縮しつつ
加熱する装置である。
【００３５】
　前述したように大気圧プラズマ処理及び加熱加圧処理を経て製造される本発明の積層体
は、第１基材と第２基材とが接着剤無しで直接接合されているため、例えばホットメルト
型接着剤の如き化学系接着剤を用いて製造された従来の積層体に比して、柔軟で通気性に
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優れ、且つ環境に対する負荷が低減されているという利点を有しつつも、実用上十分な接
合強度を有している。本発明の積層体において直接接合している第１基材と第２基材との
接合強度は、基材の種類等によって異なるため設定可能な範囲は広範囲にわたるが、通常
、０．５～１５０ｃＮ／１０ｍｍの範囲である。例えば、第１基材（又は第１基材用原反
シート）が熱可塑性樹脂を主体とするフィルム、第２基材（又は第２基材用原反シート）
がセルロース系繊維を主体とする紙である場合、両基材の接合強度は、好ましくは１ｃＮ
／１０ｍｍ以上、さらに好ましくは２ｃＮ／１０ｍｍ以上である。また、第１基材（又は
第１基材用原反シート）が熱可塑性樹脂を主体とする不織布、第２基材（又は第２基材用
原反シート）がセルロース系繊維を主体とする紙である場合、両基材の接合強度は、好ま
しくは１ｃＮ／１０ｍｍ以上、さらに好ましくは２ｃＮ／１０ｍｍ以上である。接合強度
の調整は、大気圧プラズマ処理及び／又は加熱加圧処理の条件を適宜調整することで実施
可能である。接合強度は下記方法により測定される。
【００３６】
＜積層体の接合強度の測定方法＞
　ＪＩＳ　Ｚ　０２３７：２００９に規定する１８０°引きはがし（Ｔ型剥離）粘着力の
測定法に準じて測定する。測定対象の積層体から幅１００ｍｍ×長さ２０ｍｍ以上の帯状
物をサンプリングして試験片とする。２０℃、６５％ＲＨの環境下にて、引張試験機（島
津製作所製、オートグラフ（登録商標）ＡＧ－ＩＳ　１００Ｎ）チャック間に試験片の長
手方向両端部を挟み、その状態で剥離速度３００ｍｍ／分ｍｉｎで１８０°方向に引き剥
がし（剥離長さ１００ｍｍ）、剥離強度を測定する。測定結果を試験片の幅（単位はｍｍ
）で割って、１０ｍｍ幅当り接合強度（単位はｃＮ／１０ｍｍ）とする。
【００３７】
　本発明の積層体が有する積層構造は、少なくとも第１基材及び第２基材をそれぞれ１層
有する二層構造であればよく、斯かる二層構造にさらに１層以上の第１基材及び／又は第
２基材が積層された三層以上の積層構造であっても良い。例えば、１層の第１基材の両面
それぞれに１層の第２基材が直接接合されてなる三層構造でも良く、斯かる三層構造の製
造時には、三層構造の中間層となる第１基材用原反シートの両面それぞれに大気圧プラズ
マ処理を施すことが好ましい。
【実施例】
【００３８】
　以下、本発明を実施例により更に具体的に説明するが、本発明は斯かる実施例に限定さ
れるものではない。
【００３９】
〔実施例１〕
　第１基材用原反シートとして市販の低密度ＰＥフィルム（商品名「ノバテック（登録商
標）」、三菱化学（株）製、厚み２２μｍ）を用い、第２基材用原反シートとして坪量２
０ｇ／ｍ2 の天然セルロース繊維からなる紙を用いた。第２基材用原反シートとして用い
た紙は、原料として針葉樹晒しクラフトパルプ１００％を用い、これをＪＩＳ　Ｐ　８２
２０：１９９８に従って離解した後、ＪＩＳ　Ｐ　８１２１：２０１２に従ってカナダ標
準濾水度５６０ｍＬになるまで叩解し、ＪＩＳ　Ｐ　８２２３：２００５に従って湿式抄
紙して製造した。
　第１基材用原反シートの片面に対し、図１に示すリモート式プラズマ装置１０と基本構
成が同様の装置を用いて、大気圧プラズマ処理を施した（即ち大気圧プラズマ処理工程）
。大気圧プラズマ処理工程における諸条件の詳細は下記の通りである。
　次いで、大気圧プラズマ処理が施された第１基材用原反シート即ち第１基材の片面に第
２基材用原反シート（又は第２基材）を重ね合わせ、その重ね合わせ体を加熱加圧して両
シート（即ち基材）を一体化して、目的とする積層体を得た（即ち一体化工程）。一体化
工程における諸条件の詳細は下記の通りである。
【００４０】
（プラズマ処理工程における諸条件）
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・リモート式プラズマ装置：Tough Plasma（登録商標） FPE20（富士機械製造（株）製）
・プラズマ吹き出し口と第１基材用原反シート（即ち処理対象物）との距離：５ｍｍ
・大気圧プラズマ処理時における第１基材用原反シート（即ち処理対象物）の搬送速度：
２５ｍ／ｍｉｎ
・処理制御方法：二軸ロボット（（株）ＩＡＩ製）で制御（ここではＡ４判にわたり処理
）
・処理用ガスとして窒素（純度９９．９％以上、酸素含有量０．１％以下）を用い、処理
用ガスの流量を３０Ｌ／ｍｉｎとした。
・加熱エアーを用い、大気圧プラズマ吹き付け前の処理対象物を加熱処理した。加熱エア
ーには大気を用いた。加熱エアーの流量２０Ｌ／ｍｉｎ、加熱温度（即ち加熱エアーの処
理対象物の表面位置での温度）１５０℃とした。
・大気圧プラズマ処理時に、処理対象物における大気圧プラズマが吹き付けられる面とは
反対側から処理対象物の吸引を実施した。
【００４１】
（一体化工程における諸条件）
・装置：東洋精機（株）製　Mini Test Press－１０
・重ね合わせ体の加熱温度：１００℃
・重ね合わせ体への圧力：２５ＭＰａ
・加熱加圧時間：１０秒間
【００４２】
〔実施例２〕
　第１基材用原反シートとして、市販の二軸延伸ＰＥＴフィルム（商品名「テトロン（登
録商標）Ｇ２Ｃ」、帝人（株）製、厚み２５μｍ）を用いた以外は、実施例１と同様にし
て積層体を得た。
【００４３】
〔実施例３〕
　第２基材用原反シートとして、市販のコピー用紙（商品名「リサイクルカット判Ｇ８０
（型番Ｇ８０Ａ４Ｗ）、トッパン・フォームズ（株）製、古紙パルプ配合率７０質量％、
森林認証材パルプ配合率３０質量％、坪量６４ｇ／ｍ2）を用いた以外は、実施例１と同
様にして積層体を得た。
【００４４】
〔実施例４〕
　第１基材用原反シートとして、実施例１で用いたＰＥＴフィルムと同じものを用いた以
外は、実施例３と同様にして積層体を得た。
【００４５】
〔実施例５〕
　第１基材用原反シートとして、ＰＥＴを芯部、ＰＥを鞘部とする芯鞘型複合繊維から構
成されるスパンボンド不織布（商品名「エルベス（登録商標）」（型番Ｓ２０Ｓ０２０３
ＷＤＯ）、ユニチカ（株）製、坪量２０ｇ／ｍ2）を用いた以外は、実施例１と同様にし
て積層体を得た。
【００４６】
〔実施例６〕
　第２基材として、実施例３で用いたコピー用紙と同じものを用いた以外は、実施例５と
同様にして積層体を得た。
【００４７】
〔実施例７〕
　第２基材用原反シートとして、市販の板紙（商品名「色上質紙　超厚口黒」、北越紀州
製紙（株）製、坪量２０４．５ｇ／ｍ2）を用いた以外は、実施例５と同様にして積層体
を得た。
【００４８】
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〔比較例１～７〕
　第１基材用原反シートに大気圧プラズマ処理を施さずに、第１基材用原反シートと第２
基材用原反シートとの一体化工程を行った以外は、実施例１～７と同様にして積層体を得
た。
【００４９】
〔評価試験〕
　各実施例及び比較例の積層体について、前記方法により第１基材と第２基材との接合強
度（即ちＴ型剥離強度）を測定した。その結果を下記表１に示す。
【００５０】
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【表１】

【符号の説明】
【００５１】
１０　リモート式プラズマ装置
１１　処理ヘッド
１２　電極
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１３　電源
１４　放電空間
１５　処理用ガスの導入口
１６　処理用ガスの供給源
１７　ガス吹き出し口
１８　加熱手段
１９　搬送コンベア
２０　第１基材用原反シート（即ち処理対象物）
Ｇ’　処理用ガス
Ｇ　大気圧プラズマ

【図１】
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